
―過労死防止法制定後、１０年連続で講演会を開催

【報告者】

喜多裕明 社会保険労務士
大阪府社会保険労務士会 安全・衛生自主研究会代表幹事
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• 過労死防止学会第１０回大会 ３日目 第２分科会自由論題
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１ 社会保険労務士について

弁護士法、司法書士法、税理士法、行政書士法が昭和２５～２６年に制定さ
れているのに遅れて、社会保険労務士法は昭和４３年に議員立法により制
定された。

社会保険労務士（会）に求められるのは、何よりも「社労士の認知度の向上」
ではないか。



２ 安全・衛生自主研究会の自己紹介
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３ 研究会として10年連続で講演会を開催
参加講師演 題開催年月回

２９森岡孝二さん過労死は何を告発しているか2015.10①

３３生越照幸弁護士労働者側弁護士が指摘する 職場のメンタル
ヘルス対応の問題点

2016.10②

２９岩城 穣弁護士過労死防止法制定から３年 現状と課題2017.11.③

１９寺西笑子さん過労死を生み出さない働き方とは2018.11④

３７松丸 正弁護士「やりがい過労死」とは何か2019.11⑤

２８生越照幸弁護士過労自殺（過労死）をどのように防止するか2020.11⑥

２８妹尾知則さん人権問題としてのハラスメントと過労死等防止2021.11⑦

２０西川翔大弁護士コロナ禍における働き方の課題と過労自死の
実態

2022.11⑧

２８岩城穣弁護士
寺西笑子さん

対談：過労死をなくす取り組みのあゆみと課題2023.11⑨

波多野進弁護士
高島淳子さん

甲南医療センター過労自死事件と医師の過重
業務

2024.11⑩
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４ 開催報告による振り返り
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① 2015.10 「過労死は何を告発しているか」 森岡孝二さん



② 2016.10 「労働者側弁護士が指摘する 職場のメンタルヘルス
対応の問題点」
生越照幸弁護士（自死遺族支援弁護団事務局長）
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③ 2017.11 「過労死防止法制定から３年 現状と課題」
岩城 穣弁護士



④ 2018.11 「過労死を生み出さない働き方とは」 寺西笑子さん

•

•
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⑤ 2019.11 「やりがい過労死とは何か」 松丸 正弁護士



⑥ 2020.11 「過労自殺（過労死）をどのように防止するか」
生越照幸弁護士

•

•

•
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⑦ 2021.11 「人権問題としてのハラスメントと過労死等防止」
妹尾知則さん（龍谷大学非常勤講師）
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⑧ 2022.11 「コロナ禍における働き方の課題と過労自死の実態」
西川翔大弁護士（北大阪法律事務所）

•

•

•

•
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⑨ 2023.11 「過労死をなくす取り組みのあゆみと課題」
対談 岩城穣弁護士・寺西笑子さん
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５ とりくみの中間まとめ

●１１月「過労死防止月間」恒例の講演会として定着

時々の課題（話題）に合わせたテーマ設定で刺激的に学習

●他の自主研究会にも波及

審査請求・社会保障自主研究会で岩城・松丸弁護士が講演

同研究会と合同公開講座を開催（2019～2023）

自主研合同発表会でとりくみを発表（2024年3月）

●社労士への啓発・周知に寄与

大阪社労士会への還元

社労士会会員への広報
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６ 社労士にもできる過労死防止活動（１）

①過労死防止月間の過労死防止シンポジウムに参加する

大阪・兵庫・奈良のシンポジウムに参加した経験から
2022 21 22 23

大阪 （140・186・195・181） 参加数がコロナ前の半分以下になっている
兵庫 （ 83・149・194・192） 兵庫県社労士会が後援団体に参加している
奈良 （ 61・ 96・ 30・ 62） 労働組合が積極的に関わっている印象

★社労士の参加を促すためにも、単会（県社労士会）の後援団体
としての参加が重要。現在は兵庫・新潟・・・
その前に弁護士会の後援が重要との指摘もある
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②各種団体に積極的に参加する
過労死防止センター・過労死家族会・過労死防止学会、労働NPO
など、門戸は開かれている



６ 社労士にもできる過労死防止活動（２）

③過労死防止啓発授業の担い手として参加する

現在の担い手は当事者（遺族）・学者・弁護士

社労士が参加するには知見が必要？

「てびき」があると心強い（→神奈川の共通教材の提起に賛同）

④社労士会の学校教育特別活動「出前授業」を改善する

出前授業に関しては 社労士会＞過労死防止センター

内容は「給与明細の見方」など社会人として働く初歩を講義

顧問社労士が職場に突如現れるアリエナイ設定の漫画も

★過労死防止を盛り込むことで、「会社貢献」から「社会貢献」に
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７ 社労士ならではの過労死防止活動とは

①関与先企業に対して

・給与計算などの業務は、企業にとって単なる「アウトソーシング」

かもしれないが、労働時間管理などに関わる機会が多い

・企業がコンプライアンスのために社労士に顧問を依頼しているの

なら、なおさら労働時間管理やハラスメントについてのアドバイス

ができる

②個人の相談者に対して

・障害年金の相談では、「労災」が疑われる事例が多い

・相談者のニーズに応じて、弁護士や労働組合につなぐことが大切
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